
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
四
十
三
号

事
務
所
衛
生
基
準
規
則

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
事
務
所
衛
生
基
準
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条
）

第
二
章
　
事
務
室
の
環
境
管
理
（
第
二
条―

第
十
二
条
）

第
三
章
　
清
潔
（
第
十
三
条―

第
十
八
条
）

第
四
章
　
休
養
（
第
十
九
条―

第
二
十
二
条
）

第
五
章
　
救
急
用
具
（
第
二
十
三
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
適
用
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
事
務
所
（
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
建
築
物
又
は
そ
の
一
部
で
、
事
務
作
業
（
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
そ
の
他
の
事
務
用
機
器
を
使
用
し
て
行
う
作
業
を
含
む

。
）
に
従
事
す
る
労
働
者
が
主
と
し
て
使
用
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
適
用
す
る
。

２
　
事
務
所
（
こ
れ
に
附
属
す
る
食
堂
及
び
炊
事
場
を
除
く
。
）
に
お
け
る
衛
生
基
準
に
つ
い
て
は
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
第
三
編
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
二
章
　
事
務
室
の
環
境
管
理

（
気
積
）

第
二
条
　
事
業
者
は
、
労
働
者
を
常
時
就
業
さ
せ
る
室
（
以
下
「
室
」
と
い
う
。
）
の
気
積
を
、
設
備
の
占
め
る
容
積
及
び
床
面
か
ら
四
メ
ー
ト
ル
を
こ
え
る
高
さ
に
あ
る
空
間
を
除
き
、
労
働
者
一
人
に
つ
い
て
、
十
立
方
メ
ー
ト
ル
以

上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
換
気
）

第
三
条
　
事
業
者
は
、
室
に
お
い
て
は
、
窓
そ
の
他
の
開
口
部
の
直
接
外
気
に
向
つ
て
開
放
す
る
こ
と
が
で
き
る
部
分
の
面
積
が
、
常
時
床
面
積
の
二
十
分
の
一
以
上
に
な
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
換
気
が
十
分

に
行
な
わ
れ
る
性
能
を
有
す
る
設
備
を
設
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
室
に
お
け
る
一
酸
化
炭
素
及
び
二
酸
化
炭
素
の
含
有
率
（
一
気
圧
、
温
度
二
十
五
度
と
し
た
場
合
の
空
気
中
に
占
め
る
当
該
ガ
ス
の
容
積
の
割
合
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
百
万
分
の
五
十
以
下
及
び
百

万
分
の
五
千
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
温
度
）

第
四
条
　
事
業
者
は
、
室
の
気
温
が
十
度
以
下
の
場
合
は
、
暖
房
す
る
等
適
当
な
温
度
調
節
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
室
を
冷
房
す
る
場
合
は
、
当
該
室
の
気
温
を
外
気
温
よ
り
著
し
く
低
く
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
電
子
計
算
機
等
を
設
置
す
る
室
に
お
い
て
、
そ
の
作
業
者
に
保
温
の
た
め
の
衣
類
等
を
着
用
さ
せ
た
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

（
空
気
調
和
設
備
等
に
よ
る
調
整
）

第
五
条
　
事
業
者
は
、
空
気
調
和
設
備
（
空
気
を
浄
化
し
、
そ
の
温
度
、
湿
度
及
び
流
量
を
調
節
し
て
供
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
機
械
換
気
設
備
（
空
気
を
浄
化
し
、
そ
の
流
量
を
調
節
し
て
供
給
す

る
こ
と
が
で
き
る
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
設
け
て
い
る
場
合
は
、
室
に
供
給
さ
れ
る
空
気
が
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
よ
う
に
、
当
該
設
備
を
調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
浮
遊
粉
じ
ん
量
（
一
気
圧
、
温
度
二
十
五
度
と
し
た
場
合
の
当
該
空
気
一
立
方
メ
ー
ト
ル
中
に
含
ま
れ
る
浮
遊
粉
じ
ん
の
重
量
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
〇
・
一
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
　
当
該
空
気
中
に
占
め
る
一
酸
化
炭
素
及
び
二
酸
化
炭
素
の
含
有
率
が
、
そ
れ
ぞ
れ
百
万
分
の
十
以
下
（
外
気
が
汚
染
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
一
酸
化
炭
素
の
含
有
率
が
百
万
分
の
十
以
下
の
空
気
を
供
給
す
る
こ
と
が
困
難
な
場

合
は
、
百
万
分
の
二
十
以
下
）
及
び
百
万
分
の
千
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三
　
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
量
（
一
気
圧
、
温
度
二
十
五
度
と
し
た
場
合
の
当
該
空
気
一
立
方
メ
ー
ト
ル
中
に
含
ま
れ
る
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
重
量
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
〇
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
設
備
に
よ
り
室
に
流
入
す
る
空
気
が
、
特
定
の
労
働
者
に
直
接
、
継
続
し
て
及
ば
な
い
よ
う
に
し
、
か
つ
、
室
の
気
流
を
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
毎
秒
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
空
気
調
和
設
備
を
設
け
て
い
る
場
合
は
、
室
の
気
温
が
十
八
度
以
上
二
十
八
度
以
下
及
び
相
対
湿
度
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
に
な
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
燃
焼
器
具
）

第
六
条
　
事
業
者
は
、
燃
焼
器
具
（
発
熱
量
が
著
し
く
少
な
い
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
室
又
は
箇
所
に
は
、
排
気
筒
、
換
気
扇
そ
の
他
の
換
気
の
た
め
の
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
燃
焼
器
具
を
使
用
す
る
と
き
は
、
毎
日
、
当
該
器
具
の
異
常
の
有
無
を
点
検
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
換
気
の
た
め
の
設
備
を
設
け
る
箇
所
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
作
業
環
境
測
定
等
）

第
七
条
　
事
業
者
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
二
十
一
条
第
五
号
の
室
に
つ
い
て
、
二
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
事
項
を
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
測

定
を
行
お
う
と
す
る
日
の
属
す
る
年
の
前
年
一
年
間
に
お
い
て
、
当
該
室
の
気
温
が
十
七
度
以
上
二
十
八
度
以
下
及
び
相
対
湿
度
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
状
況
が
継
続
し
、
か
つ
、
当
該
測
定
を
行

お
う
と
す
る
日
の
属
す
る
一
年
間
に
お
い
て
、
引
き
続
き
当
該
状
況
が
継
続
し
な
い
お
そ
れ
が
な
い
場
合
に
は
、
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
三
月
か
ら
五
月
ま
で
の
期
間
又
は
九
月
か
ら
十
一
月
ま
で
の
期

間
、
六
月
か
ら
八
月
ま
で
の
期
間
及
び
十
二
月
か
ら
二
月
ま
で
の
期
間
ご
と
に
一
回
の
測
定
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
一
酸
化
炭
素
及
び
二
酸
化
炭
素
の
含
有
率

1



二
　
室
温
及
び
外
気
温

三
　
相
対
湿
度

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
行
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
つ
ど
、
次
の
事
項
を
記
録
し
て
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
測
定
日
時

二
　
測
定
方
法

三
　
測
定
箇
所

四
　
測
定
条
件

五
　
測
定
結
果

六
　
測
定
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

七
　
測
定
結
果
に
基
づ
い
て
改
善
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
当
該
措
置
の
概
要

第
七
条
の
二
　
事
業
者
は
、
室
の
建
築
（
建
築
基
準
法
第
二
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
建
築
を
い
う
。
）
、
大
規
模
の
修
繕
（
同
条
第
十
四
号
に
規
定
す
る
大
規
模
の
修
繕
を
い
う
。
）
又
は
大
規
模
の
模
様
替
（
同
条
第
十
五
号
に
規
定
す

る
大
規
模
の
模
様
替
を
い
う
。
）
（
以
下
「
建
築
等
」
と
総
称
す
る
。
）
を
行
つ
た
と
き
は
、
当
該
建
築
等
を
行
つ
た
室
に
お
け
る
第
五
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
建
築
等
を
完
了
し
、
当
該
室
の
使
用
を
開

始
し
た
日
以
後

初
に
到
来
す
る
六
月
か
ら
九
月
ま
で
の
期
間
に
一
回
、
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
測
定
方
法
）

第
八
条
　
こ
の
章
（
第
七
条
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
測
定
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
測
定
器
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
測
定
器
を
使
用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

事
項

測
定
器

浮
遊
粉
じ
ん
量

グ
ラ
ス
フ
ア
イ
バ
ー
ろ
紙
（
〇
・
三
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
の
ス
テ
ア
リ
ン
酸
粒
子
を
九
九
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
捕
集
す
る
性
能
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
装
着
し
て
相
対
沈
降
径
が
お
お
む
ね
十
マ
イ

ク
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
浮
遊
粉
じ
ん
を
重
量
法
に
よ
り
測
定
す
る
機
器
又
は
当
該
機
器
を
標
準
と
し
て
較
正
さ
れ
た
機
器

一
酸
化
炭
素
の
含
有
率

検
知
管
方
式
に
よ
る
一
酸
化
炭
素
検
定
器

二
酸
化
炭
素
の
含
有
率

検
知
管
方
式
に
よ
る
二
酸
化
炭
素
検
定
器

気
温

〇
・
五
度
目
盛
の
温
度
計

相
対
湿
度

〇
・
五
度
目
盛
の
乾
湿
球
の
湿
度
計

気
流

〇
・
二
メ
ー
ト
ル
毎
秒
以
上
の
気
流
を
測
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
風
速
計

ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
量
二
・
四―

ジ
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ニ
ル
ヒ
ド
ラ
ジ
ン
捕
集―
高
速
液
体
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
法
に
よ
り
測
定
す
る
機
器
、
四―

ア
ミ
ノ―

三―

ヒ
ド
ラ
ジ
ノ―

五―

メ
ル
カ
プ
ト―

一
・
二
・
四―

ト
リ
ア
ゾ
ー
ル
法
に

よ
り
測
定
す
る
機
器

備
考

一
　
一
酸
化
炭
素
及
び
二
酸
化
炭
素
の
含
有
率
（
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
気
温
、
相
対
湿
度
並
び
に
気
流
の
測
定
は
、
室
の
通
常
の
使
用
時
間
中
に
、
当
該
室
の
中
央
部
の
床
上
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

百
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
位
置
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

二
　
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
量
の
測
定
は
、
室
の
通
常
の
使
用
時
間
中
に
、
当
該
室
の
中
央
部
の
床
上
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
百
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
位
置
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
点
検
等
）

第
九
条
　
事
業
者
は
、
機
械
に
よ
る
換
気
の
た
め
の
設
備
に
つ
い
て
、
は
じ
め
て
使
用
す
る
と
き
、
分
解
し
て
改
造
又
は
修
理
を
行
な
つ
た
と
き
、
及
び
二
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
異
常
の
有
無
を
点
検
し
、
そ
の
結
果
を
記

録
し
て
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条
の
二
　
事
業
者
は
、
空
気
調
和
設
備
を
設
け
て
い
る
場
合
は
、
病
原
体
に
よ
つ
て
室
の
内
部
の
空
気
が
汚
染
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
冷
却
塔
及
び
加
湿
装
置
に
供
給
す
る
水
を
水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
水
質
基
準
に
適
合
さ
せ
る
た
め
必
要
な
措
置

二
　
冷
却
塔
及
び
冷
却
水
に
つ
い
て
、
当
該
冷
却
塔
の
使
用
開
始
時
及
び
使
用
を
開
始
し
た
後
、
一
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
そ
の
汚
れ
の
状
況
を
点
検
し
、
必
要
に
応
じ
、
そ
の
清
掃
及
び
換
水
等
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、

一
月
を
超
え
る
期
間
使
用
し
な
い
冷
却
塔
に
係
る
当
該
使
用
し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三
　
加
湿
装
置
に
つ
い
て
、
当
該
加
湿
装
置
の
使
用
開
始
時
及
び
使
用
を
開
始
し
た
後
、
一
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
そ
の
汚
れ
の
状
況
を
点
検
し
、
必
要
に
応
じ
、
そ
の
清
掃
等
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
一
月
を
超
え
る

期
間
使
用
し
な
い
加
湿
装
置
に
係
る
当
該
使
用
し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四
　
空
気
調
和
設
備
内
に
設
け
ら
れ
た
排
水
受
け
に
つ
い
て
、
当
該
排
水
受
け
の
使
用
開
始
時
及
び
使
用
を
開
始
し
た
後
、
一
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
そ
の
汚
れ
及
び
閉
塞
の
状
況
を
点
検
し
、
必
要
に
応
じ
、
そ
の
清
掃

等
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
一
月
を
超
え
る
期
間
使
用
し
な
い
排
水
受
け
に
係
る
当
該
使
用
し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

五
　
冷
却
塔
、
冷
却
水
の
水
管
及
び
加
湿
装
置
の
清
掃
を
、
そ
れ
ぞ
れ
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
行
う
こ
と
。

（
照
度
等
）

第
十
条
　
事
業
者
は
、
室
の
作
業
面
の
照
度
を
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
作
業
の
区
分
に
応
じ
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
感
光
材
料
の
取
扱
い
等
特
殊
な
作
業
を
行
う
室
に
つ

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

作
業
の
区
分

基
準

2



一
般
的
な
事
務
作
業

三
百
ル
ク
ス
以
上

付
随
的
な
事
務
作
業

百
五
十
ル
ク
ス
以
上

２
　
事
業
者
は
、
室
の
採
光
及
び
照
明
に
つ
い
て
は
、
明
暗
の
対
照
が
著
し
く
な
く
、
か
つ
、
ま
ぶ
し
さ
を
生
じ
さ
せ
な
い
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
室
の
照
明
設
備
に
つ
い
て
、
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
点
検
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
騒
音
及
び
振
動
の
防
止
）

第
十
一
条
　
事
業
者
は
、
室
内
の
労
働
者
に
有
害
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
騒
音
又
は
振
動
に
つ
い
て
、
隔
壁
を
設
け
る
等
そ
の
伝
ぱ
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
騒
音
伝
ぱ
の
防
止
）

第
十
二
条
　
事
業
者
は
、
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
そ
の
他
の
事
務
用
機
器
で
騒
音
を
発
す
る
も
の
を
、
五
台
以
上
集
中
し
て
同
時
に
使
用
す
る
と
き
は
、
騒
音
の
伝
ぱ
を
防
止
す
る
た
め
、
遮
音
及
び
吸
音
の
機
能
を
も
つ
天
井
及
び
壁
で
区

画
さ
れ
た
専
用
の
作
業
室
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章
　
清
潔

（
給
水
）

第
十
三
条
　
事
業
者
は
、
労
働
者
の
飲
用
に
供
す
る
水
そ
の
他
の
飲
料
を
十
分
に
供
給
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
水
道
法
第
三
条
第
九
項
に
規
定
す
る
給
水
装
置
以
外
に
給
水
に
関
す
る
設
備
を
設
け
て
飲
用
し
、
又
は
食
器
の
洗
浄
に
使
用
す
る
水
を
供
給
す
る
と
き
は
、
当
該
水
に
つ
い
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
地
方
公
共
団
体
等
の
行
う
水
質
検
査
に
よ
り
、
水
道
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
水
質
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

二
　
給
水
せ
ん
に
お
け
る
水
に
含
ま
れ
る
遊
離
残
留
塩
素
の
含
有
率
を
百
万
分
の
〇
・
一
（
結
合
残
留
塩
素
の
場
合
は
、
百
万
分
の
〇
・
四
）
以
上
に
保
持
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
供
給
す
る
水
が
病
原
生
物
に
著
し
く

汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
又
は
病
原
生
物
に
汚
染
さ
れ
た
こ
と
を
疑
わ
せ
る
よ
う
な
生
物
若
し
く
は
物
質
を
多
量
に
含
む
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
は
、
百
万
分
の
〇
・
二
（
結
合
残
留
塩
素
の
場
合
は
、
百
万
分
の
一
・
五
）

以
上
に
す
る
こ
と
。

三
　
有
害
物
、
汚
水
等
に
よ
つ
て
水
が
汚
染
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
適
当
な
汚
染
防
止
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
排
水
）

第
十
四
条
　
事
業
者
は
、
排
水
に
関
す
る
設
備
に
つ
い
て
は
、
当
該
設
備
の
正
常
な
機
能
が
阻
害
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
汚
水
の
漏
出
等
が
生
じ
な
い
よ
う
に
、
補
修
及
び
掃
除
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
清
掃
等
の
実
施
）

第
十
五
条
　
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
日
常
行
う
清
掃
の
ほ
か
、
大
掃
除
を
、
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
統
一
的
に
行
う
こ
と
。

二
　
ね
ず
み
、
昆
虫
等
の
発
生
場
所
、
生
息
場
所
及
び
侵
入
経
路
並
び
に
ね
ず
み
、
昆
虫
等
に
よ
る
被
害
の
状
況
に
つ
い
て
、
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
統
一
的
に
調
査
を
実
施
し
、
当
該
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
ね
ず

み
、
昆
虫
等
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三
　
ね
ず
み
、
昆
虫
等
の
防
除
の
た
め
殺
そ
剤
又
は
殺
虫
剤
を
使
用
す
る
場
合
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
四
条
又
は
第
十

九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
を
用
い
る
こ
と
。

（
労
働
者
の
清
潔
保
持
義
務
）

第
十
六
条
　
労
働
者
は
、
事
務
所
の
清
潔
に
注
意
し
、
廃
棄
物
を
定
め
ら
れ
た
場
所
以
外
の
場
所
に
す
て
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
便
所
）

第
十
七
条
　
事
業
者
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
便
所
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
男
性
用
と
女
性
用
に
区
別
す
る
こ
と
。

二
　
男
性
用
大
便
所
の
便
房
の
数
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
時
に
就
業
す
る
男
性
労
働
者
の
数
に
応
じ
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
以
上
と
す
る
こ
と
。

同
時
に
就
業
す
る
男
性
労
働
者
の
数

便
房
の
数

六
十
人
以
内

一

六
十
人
超

一
に
、
同
時
に
就
業
す
る
男
性
労
働
者
の
数
が
六
十
人
を
超
え
る
六
十
人
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
を
加
え
た
数

三
　
男
性
用
小
便
所
の
箇
所
数
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
時
に
就
業
す
る
男
性
労
働
者
の
数
に
応
じ
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
以
上
と
す
る
こ
と
。

同
時
に
就
業
す
る
男
性
労
働
者
の
数

箇
所
数

三
十
人
以
内

一

三
十
人
超

一
に
、
同
時
に
就
業
す
る
男
性
労
働
者
の
数
が
三
十
人
を
超
え
る
三
十
人
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
を
加
え
た
数

四
　
女
性
用
便
所
の
便
房
の
数
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
時
に
就
業
す
る
女
性
労
働
者
の
数
に
応
じ
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
以
上
と
す
る
こ
と
。

同
時
に
就
業
す
る
女
性
労
働
者
の
数

便
房
の
数

二
十
人
以
内

一

二
十
人
超

一
に
、
同
時
に
就
業
す
る
女
性
労
働
者
の
数
が
二
十
人
を
超
え
る
二
十
人
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
を
加
え
た
数

五
　
便
池
は
、
汚
物
が
土
中
に
浸
透
し
な
い
構
造
と
す
る
こ
と
。
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六
　
流
出
す
る
清
浄
な
水
を
十
分
に
供
給
す
る
手
洗
い
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

２
　
事
業
者
は
、
便
所
を
清
潔
に
保
ち
、
汚
物
を
適
当
に
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
独
立
個
室
型
の
便
所
の
特
例
）

第
十
七
条
の
二
　
前
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
時
に
就
業
す
る
労
働
者
の
数
が
常
時
十
人
以
内
で
あ
る
場
合
は
、
男
性
用
と
女
性
用
に
区
別
し
な
い
四
方
を
壁
等
で
囲
ま
れ
た
一
個
の
便
房
に
よ

り
構
成
さ
れ
る
便
所
（
次
項
に
お
い
て
「
独
立
個
室
型
の
便
所
」
と
い
う
。
）
を
設
け
る
こ
と
で
足
り
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
独
立
個
室
型
の
便
所
を
設
け
る
場
合
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
独
立
個
室
型
の
便
所
を
設
け
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
便
所
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
独
立
個
室
型
の
便
所
を
除
き
、
男
性
用
と
女
性
用
に
区
別
す
る
こ
と
。

二
　
男
性
用
大
便
所
の
便
房
の
数
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
時
に
就
業
す
る
男
性
労
働
者
の
数
に
応
じ
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
以
上
と
す
る
こ
と
。

同
時
に
就
業
す
る
男
性
労
働
者
の
数

便
房
の
数

設
け
る
独
立
個
室
型
の
便
所
の
数
に
十
を
乗
じ
て
得
た
数
以
下

一

設
け
る
独
立
個
室
型
の
便
所
の
数
に
十
を
乗
じ
て
得
た
数
を
超
え
る
数

一
に
、
設
け
る
独
立
個
室
型
の
便
所
の
数
に
十
を
乗
じ
て
得
た
数
を
同
時
に
就
業
す
る
男
性
労
働
者
の
数
か
ら
減
じ
て
得
た
数
が
六
十
人
を
超
え
る
六

十
人
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
を
加
え
た
数

三
　
男
性
用
小
便
所
の
箇
所
数
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
時
に
就
業
す
る
男
性
労
働
者
の
数
に
応
じ
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
以
上
と
す
る
こ
と
。

同
時
に
就
業
す
る
男
性
労
働
者
の
数

箇
所
数

設
け
る
独
立
個
室
型
の
便
所
の
数
に
十
を
乗
じ
て
得
た
数
以
下

一

設
け
る
独
立
個
室
型
の
便
所
の
数
に
十
を
乗
じ
て
得
た
数
を
超
え
る
数

一
に
、
設
け
る
独
立
個
室
型
の
便
所
の
数
に
十
を
乗
じ
て
得
た
数
を
同
時
に
就
業
す
る
男
性
労
働
者
の
数
か
ら
減
じ
て
得
た
数
が
三
十
人
を
超
え
る
三

十
人
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
を
加
え
た
数

四
　
女
性
用
便
所
の
便
房
の
数
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
時
に
就
業
す
る
女
性
労
働
者
の
数
に
応
じ
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
以
上
と
す
る
こ
と
。

同
時
に
就
業
す
る
女
性
労
働
者
の
数

便
房
の
数

設
け
る
独
立
個
室
型
の
便
所
の
数
に
十
を
乗
じ
て
得
た
数
以
下

一

設
け
る
独
立
個
室
型
の
便
所
の
数
に
十
を
乗
じ
て
得
た
数
を
超
え
る
数

一
に
、
設
け
る
独
立
個
室
型
の
便
所
の
数
に
十
を
乗
じ
て
得
た
数
を
同
時
に
就
業
す
る
女
性
労
働
者
の
数
か
ら
減
じ
て
得
た
数
が
二
十
人
を
超
え
る
二

十
人
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
を
加
え
た
数

五
　
便
池
は
、
汚
物
が
土
中
に
浸
透
し
な
い
構
造
と
す
る
こ
と
。

六
　
流
出
す
る
清
浄
な
水
を
十
分
に
供
給
す
る
手
洗
い
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

（
洗
面
設
備
等
）

第
十
八
条
　
事
業
者
は
、
洗
面
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
被
服
を
汚
染
し
、
若
し
く
は
湿
潤
し
、
又
は
汚
染
し
、
若
し
く
は
湿
潤
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
労
働
者
の
た
め
に
、
更
衣
設
備
又
は
被
服
の
乾
燥
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章
　
休
養

（
休
憩
の
設
備
）

第
十
九
条
　
事
業
者
は
、
労
働
者
が
有
効
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
休
憩
の
設
備
を
設
け
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
睡
眠
又
は
仮
眠
の
設
備
）

第
二
十
条
　
事
業
者
は
、
夜
間
、
労
働
者
に
睡
眠
を
与
え
る
必
要
の
あ
る
と
き
、
又
は
労
働
者
が
就
業
の
途
中
に
仮
眠
す
る
こ
と
の
で
き
る
機
会
の
あ
る
と
き
は
、
適
当
な
睡
眠
又
は
仮
眠
の
場
所
を
、
男
性
用
と
女
性
用
に
区
別
し
て

設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
場
所
に
は
、
寝
具
そ
の
他
の
必
要
な
用
品
を
備
え
、
か
つ
、
疾
病
感
染
を
予
防
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
休
養
室
等
）

第
二
十
一
条
　
事
業
者
は
、
常
時
五
十
人
以
上
又
は
常
時
女
性
三
十
人
以
上
の
労
働
者
を
使
用
す
る
と
き
は
、
労
働
者
が
が
床
す
る
こ
と
の
で
き
る
休
養
室
又
は
休
養
所
を
、
男
性
用
と
女
性
用
に
区
別
し
て
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
業
の
た
め
の
い
す
）

第
二
十
二
条
　
事
業
者
は
、
持
続
的
立
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
就
業
中
し
ば
し
ば
す
わ
る
こ
と
の
で
き
る
機
会
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
が
利
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
い
す
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
章
　
救
急
用
具

第
二
十
三
条
　
事
業
者
は
、
負
傷
者
の
手
当
に
必
要
な
救
急
用
具
及
び
材
料
を
備
え
、
そ
の
備
付
け
場
所
及
び
使
用
方
法
を
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
救
急
用
具
及
び
材
料
を
常
時
清
潔
に
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
廃
止
）

第
二
条
　
事
務
所
衛
生
基
準
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
労
働
省
令
第
十
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。
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附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
八
月
一
日
労
働
省
令
第
二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
年
八
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
四
月
三
〇
日
労
働
省
令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
一
二
月
二
日
労
働
省
令
第
三
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
三
〇
日
労
働
省
令
第
二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
計
画
の
届
出
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
（
以
下
「
旧
有
機
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
七
条
第
一
項
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
鉛
中
毒
予
防
規
則
（
以
下
「
旧
鉛
則
」
と
い
う
。
）
第
六
十
一
条
第
一
項
、
こ

の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
予
防
規
則
（
以
下
「
旧
四
ア
ル
キ
ル
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
一
項
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
化
学
物
質
等
障
害
予
防
規
則
（
以
下
「
旧
特
化
則
」
と
い
う
。
）
第
五

十
二
条
第
一
項
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
（
以
下
「
旧
電
離
則
」
と
い
う
。
）
第
六
十
一
条
第
一
項
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
事
務
所
衛
生
基
準
規
則
（
以
下
「
旧
事
務
所
則
」
と
い
う
。
）
第

二
十
四
条
第
一
項
又
は
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
粉
じ
ん
障
害
防
止
規
則
（
以
下
「
旧
粉
じ
ん
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）

後
に
開
始
さ
れ
る
工
事
に
係
る
も
の
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
も
な
お
労
働
安
全
衛
生
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
届
出
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
旧
有
機
則
第
三
十
七
条
第
三
項
、
旧
鉛
則
第
六
十
一
条
第
三
項
、
旧
四
ア
ル
キ
ル
則
第
二
十
八
条
第
三
項
、
旧
特
化
則
第
五
十
二
条
第
三
項
、
旧
電
離
則
第
六
十
一
条
第
三
項
、
旧
事
務
所
則
第
二
十
五
条
又
は
旧
粉
じ
ん
則
第
二

十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
で
あ
っ
て
、
施
行
日
後
に
開
始
さ
れ
る
工
事
に
係
る
も
の
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
も
な
お
法
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
届
出
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
も
の

と
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
九
月
二
五
日
労
働
省
令
第
三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
の
た
め
の
労
働
省
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
九
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
〇
月
一
日
労
働
省
令
第
三
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
〇
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
事
務
所
衛
生
基
準
規
則
第
五
条
の
改
正
規
定
、
第
七
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
八
条
の
改
正
規
定
（
「
前
条
」
を
「
第
七
条
」
に
改
め
る
部
分
を
除

く
。
）
及
び
第
九
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
中
央
管
理
方
式
以
外
の
空
気
調
和
設
備
又
は
機
械
換
気
設
備
を
設
け
て
い
る
室
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
一
条
に
よ
る
改
正
後
の
事
務
所
衛
生
基
準
規
則
第
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
は
、
適

用
し
な
い
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
七
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
二
月
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
八
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
改
正
規
定
は
、
令
和
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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